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Ｑ６２ 管理組合が管理会社に業務管理を委託するとき、何か手続きが

必要ですか。

Ａ 標準管理規約では、管理委託契約の締結は総会の議決事項とされています

ので、管理委託契約の締結あるいは契約の更新に当たっては総会の決議が必

要となります。

マンション管理会社は、管理組合と管理委託契約を締結するときには、重

要事項説明の実施と、契約成立時の書面の交付が義務付けられています。こ

れは、従前の契約と同一内容での契約更新の場合でも同様となります。

マンション管理適正化法では、新規契約と同様に、更新契約の際にも契約

成立時の書面の交付を行うよう規定されています。

（関連Ｑ＆Ａ）

Ｑ１ 管理委託契約書のひな型はあるのですか。

Ａ１ 「マンション標準管理委託契約書」が、平成１５年４月に国土交通省から

公表されています。これは、管理組合と管理会社の間で協議が整った事項を

記載した管理委託契約を、マンション管理適正化法第７３条に規定する「契

約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成されたものです。

Ｑ２ 管理委託契約書には管理員の業務内容や管理費の督促業務については明記

されていませんが、どう対処すればいいでしょう。

Ａ２ 標準管理委託契約書では、「別表第１」の出納業務の中では督促業務が、「別

表第２」には管理員業務が明記されていますので、参考にしてください。

また、仕様書がないために思わぬ誤解が生ずる可能性がありますので、

管理会社と協議して、きちんとした仕様書を作成することが大切です。

標準管理委託契約書では、別表として、①事務管理業務 ②管理員業務

③清掃業務 ④建物・設備管理業務 について管理事務の実施方法を記載し

ています。

●関連法等

マンション管理適正化法 第７３条

標準管理規約 第４８条
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